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広報伊丹■２０２１（令和３）年８月１５日 第１４５２号（４）

自転車は便利で身近な乗り物として、買
い物や通勤・通学などさまざまな場面で利
用されています。本市は特に、平坦な地形
のため他市に比べて自転車の利用割合が高
くなっています。自転車は、交通ルールと
マナーを守って安全に利用しましょう。問
い合わせは市都市安全企画課!７８４-８０５５
へ。

ゆとりと思いやり
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こんな運転はダメ！伊丹は自転車事故が多い！？ 事故が起こりやすい

場所と主な原因 スマートフォンを操作しながら、傘をさしながら――
など何かをしながら自転車を運転する「ながら運転」は、
視野が狭くなりハンドル操作が不安定になって、歩行者
や車などとの接触事故や転倒にもつながり大変危険です。
また、改正道路交通法施行令では、他の車両の通行を
妨げる目的で行う▷逆
走して進路をふさぐ▷

しつよう

幅寄せ▷ベルを執拗に
鳴らす▷進路変更――
などが「妨害運転（あ
おり運転）」として危
険行為に規定されてい
ます。
交通ルールを守り、
思いやりのある安全運
転を心がけましょう。

県交通安全対策委員会は、過去直近の３年間における人口
１万人当たりの自転車関係事故件数が多い市町を「自転車交
通安全対策重点推進地域」に指定しており、本市は、同地域
に３年連続で指定されています。
よく見られる事故は▷自転車が歩道通行中に歩行者のそば
をすり抜けようとして衝突
▷一時停止標識のある交差
点に一時停止せずに進入し
自動車と衝突――です。
昨年中に県内の市区町で
発生した人身事故に占める
自転車事故の平均割合は２
４.８％ですが、本市は４１.７
％と自転車関係事故が非常
に多い地域となっています。

自転車事故の約８割が交差点やその周辺
で発生しており、自転車を利用する人の交
通ルール違反が原因で事故につながってい
ます。
市内で発生した自転車事故で特に多かっ
た違反は次の通り。
【交差点安全進行義務違反】
交差点などを通行する他の車両の進行を妨害しないようにし、徐
行しなければいけません。交差点進入時は、他の車両や歩行者に注
意し、できる限り安全な速度と方法で進行しましょう。
【指定場所一時不停止】
踏切や「止まれ」の道路標示、道路上に「止まれ」の指定がある
場所で一時停止を怠った場合は違反です。「止まれ」の標識や停止
線は自転車も守らなければいけません。

自転車の運転における危険行為
自転車のライト

早めに点灯を

やめましょう！

危険行為
街頭啓発活動を実施

夕暮れ時と
夜間は、車な
どの運転者か
ら歩行者や自
転車が見えに
くく重大事故
が増加する傾
向がありま
す。外出時に

は、自転車のライトを早めに点灯し反射
材などを身に付け、自分の存在を周囲に
知らせましょう。

信号無視やながら運転などの危険行為
（右表）を３年以内に２回以上繰り返した
人は、自転車運転者講習の受講が科せられ
ます。
自転車は道路交通法上「軽車両」に当た
り、事故を起こしたときは賠償責任が問わ
れます。自分は大丈夫と過信せず、交通ル
ールを意識して運転しましょう。
また、県では自転車保険の加入が義務付
けられています。万一に備えて必ず加入し
ましょう。

市は、伊丹警察署と共同で自転車安全利用
街頭啓発活動を実施しています。
また、安全・安心パトロール車で小学校な
どの通学路や自転車事故多発地点周辺を巡回
し、交通ルールを守るよう呼び掛けていま
す。
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の
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入
賞
者
決
定

歯
と
口
の
健
康
週
間
に
ち
な

み
、
伊
丹
市
歯
科
医
師
会
の
「
歯

と
口
の
健
康
に
関
す
る
図
画
・
標

語
入
り
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
」

に
市
内
小
学
校
か
ら
３７０
点
の
応
募

が
あ
り
、
２９
人
が
入
賞
し
ま
し

た
。
同
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
閲

覧
可
。
佳
作
以
外
の
各
受
賞
者
は

次
の
通
り
（
敬
称
略
。
順
不
同
）
。

【
市
長
賞
】
與
那
嶺
葵
衣
（
桜

台
小
６
年
。
写
真
①
）
、
大
塚
葵

（
神
津
小
１
年
。
同
②
）
、
古
河

紫
音
（
笹
原
小
５
年
。
同
③
）
。

【
教
育
長
賞
】
大
池
紗
琶
（
笹

原
小
５
年
）
、
壁
下
心
晴
（
桜
台

小
５
年
）
、
立
石
ひ
な
た
（
天
神

川
小
４
年
）
。

【
阪
神
北
県
民
局
長
賞
】
實
井

蓮
人
（
天
神
川
小
５
年
）
、
東
幸

音
（
笹
原
小
５
年
）
、
山
本
瑛
茉

（
同
３
年
）
。

【
伊
丹
市
歯
科
医
師
会
長
賞
】

岸
田
尚
真
（
天
神
川
小
１
年
）
、

坂
本
実
乃
里
（
緑
丘
小
６
年
）
、

松
本
ひ
な
（
桜
台
小
５
年
）
、
深

見
奈
央
（
天
神
川
小
４
年
）
、
藤

江
健
翔
（
同
）
、
石
橋
七
絆
（
緑

丘
小
３
年
）
、
出
口
魁
（
天
神
川

小
６
年
）
、
北
嶋
梨
乃
（
同
）
、
小

林
凌
雅
（
摂
陽
小
６
年
）
、
田
中

美
咲
（
同
２
年
）
。

動動画画でで分分かかるる自自転転車車レレーーンン走走行行時時ののルルーールル

IITTAAMMII BBIICCYYCCLLEE MMAANNUUAALL

①

② 市は、自転車運転時の正しいルールとマナーを知り、実践してもらうことで自転車事故
イ タ ミ バ イ シ ク ル マ ニ ュ ア ル

の減少につなげることを目的に、オリジナル動画「ITAMI BICYCLE MANUAL」（約４
分）を作製しました。
同動画は、実際に市内の自転車レーンを走行しながら「こんな時どうし
たらいいの？」に分かりやすく答えます。動画を見て安全に自転車を利用
してください。
動画の視聴は二次元コードから読み取り可。③

信号無視

通行禁止違反

歩行者用道路における車両の通行義務違反

通行区分違反

路側帯通行時の歩行者の通行妨害

遮断踏切への立ち入り

交差点での優先道路通行車妨害など

交差点右折時の通行妨害など

環状交差点での安全進行義務違反など

一時停止違反

歩道通行時の通行方法違反

制動装置（ブレーキ）不良自転車の運転

酒酔い運転

安全運転義務違反（ながら運転など）

他の車両の妨害（あおり運転など）

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５


